
一
頁

○
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準
等
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
百
二
十
三
号
）（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準(

平

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準(

平

成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号)

第
百
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
百
四

成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号)

第
百
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
百
四

十
五
条
第
三
項
第
一
号
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

十
五
条
第
三
項
第
一
号
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準(

平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号)

第
九
条
第
三
項
第
一
号

に
関
す
る
基
準(

平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号)

第
九
条
第
三
項
第
一
号

、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準(

、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準(

平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号)
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
並
び
に
指
定
介
護

平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号)

第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
並
び
に
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準(

平
成
十
一
年
厚
生

療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準(

平
成
十
一
年
厚
生

省
令
第
四
十
一
号)

第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
大
臣
の

省
令
第
四
十
一
号)

第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
大
臣
の

定
め
る
利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準
を
次
の
よ

定
め
る
利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準
を
次
の
よ

う
に
定
め
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
二
年

う
に
定
め
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
二
年

三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
そ
の
定
員
が
三
人
又
は
四
人
で
あ
る
病
室
に
つ

三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
そ
の
定
員
が
三
人
又
は
四
人
で
あ
る
病
室
に
つ

い
て
特
別
な
病
室
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
支
払
を

い
て
特
別
な
病
室
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
支
払
を

受
け
て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
の
当
該
病
室
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二

受
け
て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
の
当
該
病
室
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二

号
イ
及
び
第
五
号
イ
中
「
一
人
又
は
二
人
」
と
あ
る
の
は
「
四
人
以
下
」
と
し

号
イ
及
び
第
五
号
イ
中
「
一
人
又
は
二
人
」
と
あ
る
の
は
「
四
人
以
下
」
と
し

、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
特
別
な
病
室
の
提
供
を
行
っ
た

、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
特
別
な
病
室
の
提
供
を
行
っ
た

こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
支
払
を
受
け
て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ

こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
支
払
を
受
け
て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ

っ
て
第
二
号
ロ
及
び
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
も
の
に
つ
い
て

っ
て
第
二
号
ロ
及
び
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
適
用
し
な
い

は
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
適
用
し
な
い

も
の
と
し
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
特
別
な
療
養
室
等
の

も
の
と
し
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
特
別
な
療
養
室
等
の

提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
支
払
を
受
け
て
い
る
介
護
老

提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
支
払
を
受
け
て
い
る
介
護
老

人
保
健
施
設
、
病
院
又
は
診
療
所
の
療
養
室
等
で
あ
っ
て
第
二
号
ハ
及
び
第
四

人
保
健
施
設
、
病
院
又
は
診
療
所
の
療
養
室
等
で
あ
っ
て
第
二
号
ハ
及
び
第
四

号
ハ
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら

号
ハ
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら

の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準

一

利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準

イ
～
ホ

略

イ
～
ホ

略



二
頁

ヘ

そ
の
他

ヘ

そ
の
他

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
な
居
室
、
療
養
室
及
び
病
室(

以
下
「

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
な
居
室
、
療
養
室
及
び
病
室(

以
下
「

(１)

(１)

居
室
等
」
と
い
う
。)

の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊

居
室
等
」
と
い
う
。)

の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊

並
び
に
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
等
に
関
す
る
指
針(

平
成
十
七
年
厚

並
び
に
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
等
に
関
す
る
指
針(

平
成
十
七
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
九
号
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。)

第
二
号
イ

生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
九
号
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。)

第
二
号
イ

に
規
定
す
る
居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
に
係
る
利
用
料
の
追
加
的
費
用
で

に
規
定
す
る
居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
に
係
る
利
用
料
の
追
加
的
費
用
で

あ
る
こ
と
を
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
利
用
者
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
入
所

あ
る
こ
と
を
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
利
用
者
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
入
所

者
等
並
び
に
ホ
に
掲
げ
る
入
院
患
者(

以
下
「
利
用
者
等
」
と
い
う
。)

者
等
並
び
に
ホ
に
掲
げ
る
入
院
患
者(

以
下
「
利
用
者
等
」
と
い
う
。)

又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
明
確
に
説
明
し
た
上
で
契
約
を
締
結
す
る
こ

又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
明
確
に
説
明
し
た
上
で
契
約
を
締
結
す
る
こ

と
。

と
。

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準(

平

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準(

平

(２)

(２)

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号)

別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号)

別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
９
並
び
に
短

費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
並
び
に
短

期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ

か
ら

ま
で
の
注

、
ロ

か
ら

ま
で

期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ

、

及
び

の
注
７
、
ロ

か
ら

ま
で

(１)

(３)

11

(１)

(５)

(１)

(２)

(３)

(１)

(５)

の
注

、
ハ

か
ら

ま
で
の
注
８
及
び
ニ

か
ら

ま
で
の
注
５
並

の
注
８
、
ハ

、

及
び

の
注
６
、
ニ

か
ら

ま
で
の
注
５
及
び

10

(１)

(３)

(１)

(４)

(１)

(２)

(３)

(１)

(４)

び
に
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基

ホ

、

及
び

の
注
４
並
び
に
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費

(１)

(２)

(３)

準(

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号)

別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準(

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号

等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の

)

別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設

注

並
び
に
注

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

並

サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

及
び
注

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

15

16

10

12

13

び
に
注

並
び
に
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ

か
ら

ま
で
の
注

の
イ
及
び
ロ
の
注

及
び
注

並
び
に
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ

11

(１)

(４)

10

11

、
イ

か
ら

ま
で
の
注

、
ロ

及
び

の
注
８
、
ロ

及
び

か
ら

ま
で
の
注

、
イ

か
ら

ま
で
の
注

、
ロ

及
び

の

11

(１)

(４)

12

(１)

(２)

(１)

(２)

(１)

(４)

10

(１)

(４)

11

(１)

(２)

の
注
９
、
ハ

か
ら

ま
で
の
注
６
並
び
に
ハ

か
ら

ま
で
の
注
７

注
７
、
ロ

及
び

の
注
８
、
ハ

、

及
び

の
注
６
及
び
ハ

、

(１)

(３)

(１)

(３)

(１)

(２)

(１)

(２)

(３)

(１)

並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

及
び

の
注
７
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

(２)

(３)

す
る
基
準(

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号)

別
表
指
定

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準(

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
福

六
号)

別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

及
び
注

並
び
に
指
定

密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ニ
の
注

及

15

16

12

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準(

平
成

び
注

並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

13

十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号)

別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

に
関
す
る
基
準(

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号)

別
表

ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
イ
及

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入

び
ロ
の
注
７
並
び
に
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ

及
び

所
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
並
び
に
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養

(１)

(２)



三
頁

の
注
９
、
ロ

か
ら

ま
で
の
注
９
、
ハ

及
び

の
注
７
並
び
に
ニ

介
護
費
の
イ

及
び

の
注
５
、
ロ

か
ら

ま
で
の
注
７
、
ハ

及

(１)

(４)

(１)

(２)

(１)

(２)

(１)

(４)

(１)

か
ら

ま
で
の
注
４
に
定
め
る
者
が
利
用
、
入
所
又
は
入
院
す
る
も

び

の
注
５
、
ニ

、

及
び

の
注
４
及
び
ホ

及
び

の
注
３
に

(１)

(３)

(２)

(１)

(２)

(３)

(１)

(２)

の
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
居
室
等
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要

定
め
る
者
が
利
用
、
入
所
又
は
入
院
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
別
な

と
な
る
費
用
の
支
払
を
利
用
者
、
入
所
者
及
び
入
院
患
者
か
ら
受
け
る

居
室
等
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
支
払
を
利

こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

用
者
、
入
所
者
及
び
入
院
患
者
か
ら
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と

す
る
。

二

利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
食
事
の
提
供
に
係
る
基
準

二

利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
食
事
の
提
供
に
係
る
基
準

イ
～
ハ

略

イ
～
ハ

略


